大阪府介護職員初任者研修事業実施要領　新旧対照表
大阪府重度訪問介護従業者養成研修事業実施要領　新旧対照表

	改　正　後
	改　正　前


（２）担当講師は、自らが審査を行った証として、答案用紙に審査日の記載と自筆による署名を行うこと。答案用紙の原本は受講者に返却するものとするが、答案用紙の写しは事業者が適切に保管しなければならない。



別添４－３　から　



別添４－３　から　

	別添４－４　（略）
標準様式１　から　標準様式３　（略）
標準様式４　辞退届

	


学則に記載の者と同じ者であること。（指定申請事業者の職員）


この連絡先は、大阪府からの緊急連絡や情報提供などの様々な連絡に使用します。





申請事務を担当されている方をご記入ください。研修事務担当者と同じ者が担当の場合もご記入ください。





専任：研修事業のみを担当


兼任：研修事業以外の事業も担当


※担当事業を記載してください





連絡先が研修事業を実施する府内の事業所の電話番号と異なる場合等、府に報告しておくべき事項等があれば、記載してください





配置職員が複数いる場合は、全員記載し、代表者を一人決め、その旨記載してください





上記以外にも業務担当者を配置している場合は、行を追加して、記載してください





補講を行うことは、事業者の責務です。したがって、「補講を実施しない」という記載は認められません。





勤務先や業務における事業の内容を記載ください。





コース名を記入してください。





学則に記載の者と同じ者であること。


この連絡先は、大阪府からの緊急連絡や情報提供などの様々な連絡に使用します。








2

